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○鹿島市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

平成２９年３月１０日 

教委訓令甲第３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４

号）の趣旨に基づき、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項の規定に

よる小学校又は中学校の特別支援学級（以下「特別支援学級」という。）に在籍する児

童又は生徒（以下「児童生徒」という。）の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費

（以下「就学奨励費」という。）を支給することにより、経済的な負担を軽減し、もっ

て特別支援教育の振興を図ることを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 就学奨励費の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、鹿島市立

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、その世帯の収入の額

（特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）第２条

第１号に規定する収入額をいう。）がその世帯の需要の額（同号に規定する需要額をい

う。）の２．５倍未満の世帯に属する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支給対象者としな

い。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の教育扶助を受けている者 

（２） 鹿島市就学援助要綱（平成１７年教委訓令甲第１号）に基づき就学援助費の支

給を受けている者 

（支給対象経費） 

第３条 就学奨励費の支給対象経費は、次のとおりとする。 

（１） 学校給食費 

（２） 修学旅行費 

（３） 校外活動費 

（４） 学用品・通学用品購入費 

（５） 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

（支給額） 

第４条 就学奨励費の支給額は、前条各号の支給対象経費ごとに、要保護児童生徒援助費

補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱（昭和６２年５月１日文部大臣裁
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定）に基づき、予算の範囲内で支給するものとする。 

（申請） 

第５条 就学奨励費を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、教育委員会が定

める日までに、国が別に定める特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

（以下「調書」という。）に収入又は所得を明らかにする書類を添えて、当該児童生徒

が在籍する小学校又は中学校の学校長（以下「学校長」という。）を経由して、教育委

員会に提出するものとする。 

（支給の認定及び結果通知） 

第６条 教育委員会は、前条の規定により調書を受理したときは、調書に基づきその内容

を審査し、支給認定の可否を決定するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により支給認定の可否を決定したときは、申請者及び当該

児童生徒の在籍する学校長に対して通知するものとする。 

（就学奨励費の支給） 

第７条 就学奨励費の支給は、前条の規定による支給認定の通知を受けた者（以下「支給

認定保護者」という。）に対し、口座振替等の方法により行うものとする。 

２ 就学奨励費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該日が属す

る学年の末日までとする。 

（辞退の届出） 

第８条 支給認定保護者は、就学奨励費を辞退しようとするときは、辞退届（様式第１

号）により、学校長を経由して、教育委員会に届け出るものとする。 

（支給認定の廃止又は停止） 

第９条 教育委員会は、支給認定保護者が第７条第２項に定める支給期間内に次の各号の

いずれかに該当したときは、就学奨励費の支給認定を廃止又は停止し、既に支給されて

いる就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。 

（１） 第２条第１項の規定に該当しなくなったとき。 

（２） 支給認定保護者が就学奨励費の受給を辞退したとき。 

（３） その他教育委員会が就学奨励費の支給認定を取り消す必要があると認めると

き。 

２ 教育委員会は、前項の規定により就学奨励費の支給認定を廃止又は停止したときは、

学校長を経由して支給認定保護者に通知するものとする。 

（返還） 
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第１０条 支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学奨励費の支給認

定を取り消し、又は既に支給した就学奨励費の全部若しくは一部の返還を命ずることが

できる。 

（１） 偽りその他不正な行為により就学奨励費を受給したとき。 

（２） その他教育委員会が就学奨励費の認定の取消を必要と認めたとき。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第８条関係） 

 


